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１．役員給与 
 役員給与のうち、損金の額に算入されることとされているものは以下の 3 つと
なっています。 

定期同額給与 
１ヵ月以下の期間ごとに事業年度内の支給額が同額であるもの（準ず

るものを含む） 

事前確定届出給

与 

所定の時期に確定額を支給する旨の届出を事前にした上で支給する

給与 

利益連動給与 
非同族会社の業務執行役員に対して支給する給与で利益に関する指

標を基礎として算定されるもの 

 
２．定期同額給与の改定事由 
 定期同額給与の改定には 3 つの事由に該当する場合、損金の額に算入されるこ
ととなっています。 

定時改定 会計期間開始の日から３月を経過する日までにされた改定 

臨時改定 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更による改定 

業績悪化改定 経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による改定 

Ｑ４６ 今期の業績が当初の予想を下回っているため、経費の削減を考えて

います。業績悪化が認められる場合、定時改定以外のタイミングでも役員給

与の減額ができると聞きましたが、具体的にはどういう内容でしょうか。 

Ａ： 役員の定期同額給与の改定については、以下の 3つの事由に該当する場
合、損金の額に算入することができるものとされています。 
① 定時改定 
② 臨時改定 
③ 業績悪化改定 
① の定時改訂を原則として、一定の要件を満たした場合のみ、②及び③の 
 改定が認められます。 
特に、③の業績悪化改定は、業績が著しく悪化した場合に認められるのです

が、この「著しく悪化」とは、具体的にどのような場合を指すのかが実務上、

問題になります。最近、この業績悪化改定事由に該当するかが争われた裁決例

が最近公表されましたので、その裁決例を踏まえて解説します。 
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この業績悪化の事由には、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に

達しなかったことなどは含まないこととされています。（基本通達 9-2-13） 
 
３．公表裁決事例 
役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないため、減額後の定期給与

の額を超える部分は損金の額に算入することができないとされた裁決が国税不服

審判所のホームページに公表されました。（平 23-01-25 公表裁決） 

（１） 事案の概要 

請求人が、経常利益が対前年比で６％減少したことを理由として代表取

締役に支給していた定期同額給与を事業年度の中途において減額改定した

ところ、改定理由が経営状況の著しい悪化等に該当しないから、減額前の支

給額のうち減額後の支給額を超える部分の金額は損金の額に算入できない

ことなどとして法人税の更正処分等を行ったことに対して、処分の一部の取

り消しを求めた事案です。 

（２） 請求人の主張 

決算月の２カ月前における経常利益が対前年比で６％減少している状況

は、業績悪化改定事由に該当する。 

（３） 審判所の判断 

① 業績悪化改定事由に該当するか否かの判断 

法人税基本通達 9-2-13 より、著しい業績の悪化とは「やむを得ず役員給

与を減額せざるを得ない事情がある」かどうかという客観的な事情の有無な

どにより判断することとし、「一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に

達しなかったことなどはこれに含まれない」とされていることを根拠に判断

をしています。 

② 本事案での具体的判断 

この裁決の中では、当該法人のその事業年度の特徴として、以下の３つ 

の項目をチェックしています。 

 

a）売上高 前６事業年度を含めた当該事業年度の売上高が最高額であったこと。 

b）経常利益 対前年比 94.2％と減少はあるが、著しい悪化というほどではない。 

c)業務目標（会社の事業計画）に達しなかったことを理由としている。 

 

これらの項目について①の判断根拠に従った場合に、著しく業績が悪化し、や

むを得ず給与を減額せざるを得ないという客観的事由には該当しないと判断

されました。 
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４．実務上の注意点 
上記裁決事例を受けて、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない客観的事情

とは、具体的にどのような場合でしょうか。 
一つの事情として、営業損益がマイナスとなっている場合が考えられます。 

営業損益がマイナスとなっている場合とは、金融機関からの借入利息が支払えな

い経営状況に陥っているといえます。この状態では、元本はおろか利息の支払い

も困難となっているので、仮に金融機関に返済条件の緩和を求めても、その後の 
経営改善計画の実現可能性が高くないと、なかなか認めてもらえない状態といえ

ます。つまり、早急に経費の削減等の経営の合理化に着手しなければ、金融機関

からの資金調達が困難となり経営が行き詰まることが予想されます。 
ただし、公表裁決例では過去の業績値との比較も判断材料としていますから、

単年度の営業損益状態だけで判断するのではなく、前年以前の経営指標との比較

も行ない、早急に役員給与を減額せざるを得ない状況となっているかを慎重に判

断する必要があると思われます。 
 

以上 
 

 


